


　本市は、兵庫県南東部に位置し、東経135度子午線の通る「日本標準時のまち」

として、あるいは明石海峡大橋を挟み淡路島を間近に望む「海峡のまち」として

広く知られています。また、「源氏物語」の舞台にもなるなど、万葉の昔より風光

明媚な白砂青松の地としても有名です。

　2020年を目標年次とした明石市第５次長期総合計画では、目指すまちの姿を

「ひと まち ゆたかに育つ 未来安心都市・明石」と定め、 「ひと」に焦点を当てた

まちづくりを掲げ、その実現に取り組んでいます。

　市域面積は49.25㎢と狭い市域ではありますが、阪神、播磨両工業地帯の接点

に位置し、市内には国道２号、国道250号、JR山陽本線、山陽新幹線、山陽電気鉄道などが通り、県下内陸

部および淡路・四国方面への海陸交通の要衝となっています。

　気候はいわゆる瀬戸内海型に属し、ゆるやかな丘陵を背に東西約16kmに及ぶ海岸線に沿う、平坦で帯状

の地形のため、冬期の降雪もほとんど見られず、年間平均1,000㎜程度と降水量の少ない地域です。

●水道事業の現状と課題 

　事業開始以来、飛躍的な発展を遂げてきた本市の水道事業ですが、人口、需要水量とも平成10年度をピー

クとして減少に転じています。とりわけ需要水量の減少については、社会経済情勢の影響によるところもあ

りますが、節水意識の高揚や節水機器の普及など、今後とも大幅な回復を見込める状況ではありません。

　一方、水需要の減少にも関わらず、地下水の減退、河川水の水質対策（水質基準の強化を含む）、県水への

依存度の上昇など、水源対策にも引き続き多額の投資・費用が見込まれるほか、ここにきて昭和30年代から

40年代にかけての水道事業の拡張期に整備された施設の老朽化が顕著になってきました。これらの施設の更

新・改修については、これからの整備事業の柱として最重点の取り組みが必要となっています。

　このような情勢から、長期を見据えた事業経営を推進するため、平成23年度から平成32年度までの水道事

業のあるべき姿と方針を示す「明石市水道ビジョン」及びその実施計画である「明石市水道事業経営計画（平

成23年度～平成32年度）」を策定しました。

　今後とも、水道ビジョンに掲げる「安全・安心・安定」でおいしい水の供給を行っていくとともに、経営

の健全性確保並びに水道利用者サービスの向上に取り組んでいきます。
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●明石市水道ビジョン基本理念、基本方針と施策目標

「安全・安心・安定」でおいしい水の供給をめざして

〜 未来へつながる信頼のライフライン 〜
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　明石市は雨が少なく、大きな河川もないため、昔から

水の確保にはたいへん苦労してきた歴史があります。水

道事業としても、昭和６年の創設期には水源の全量を地

下水に求めていましたが、新た

な水源を開発し、現在は地下水、

河川水、県水の３種類の水源で

まかなっています。

　明石市では、３つの浄水場で

水道水をつくり、３つの配水場

と魚住浄水場から、市民の皆さ

んへ水道水をお送りしています。

●水源１．地下水 　

　水道創設時から活用している本市の貴重な財産

ともいえる水源です。「東播地下水盆地」と称される

地下水の溜まりやすい地層から取水しており、現

在、市内に約60本の深井戸を有しています。昭和30

年代以降、過剰な汲み上げにより、地下水の水位が

低下しており、海水が陸地の内部に浸透する「塩水

化」が進行しています。そのため、近年、地下水の

汲み上げを抑制し、河川水及び県水の割合を増加さ

せています。
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●水源２．河川水 　

　事業拡張における水需要の増加への対応と地下水

の取水を抑制するため、昭和43年から明石川表流

水を取水しています。取水した水は、明石川浄水

場を経由し、野々池貯水池・亀池貯水池に一旦貯留

し、水量及び水質を安定させた後、明石川浄水場・

鳥羽浄水場で使用しています。

●水源３．県水 　

　自己の水源で不足する分を補うため、加古川上流

域（川代ダム・大川瀬ダム・呑吐ダム）を水源とする、

県営の浄水場（神戸市西区の神出浄水場）で浄水処理

した水道水を購入しています。昭和63年に西部配水

場、平成14年に中部配水場で受水を開始しています。
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●明石川浄水場

　明石川浄水場は、新たに明石川河川水を水道水源とす

るために建設した浄水場で、開設時から河川水を主な水

源としてきました。平成14年度には、将来にわたって、

安全で、よりおいしい水道水を安定して供給できるよう、

高度浄水処理施設を導入しました。

　現在は、浄水の全量を東部配水場に送水して明石川以

東すべての地域を配水区域として受け持っています。

●明石川取水場

　明石川取水場では最大日量52,000立方㍍を取水するこ

とができます。ここで取水した水は、明石川浄水場を経

由し、野々池貯水池と亀池貯水池に導水します。

　取水場には自動水質監視装置（水質モニター）を設置

し、河川水の水質を連続監視しています。万一、異常を

検知した場合は、直ちに取水を停止します。

●野々池貯水池

　野々池貯水池は、水需要の増加に伴い河川水の利用を

拡大するため、もともと灌漑用であった池を貯水池に改

修・築造しました。ほぼ市内の中心にあり、明石市民の

水がめとして非常に重要な施設となっています。
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●東部配水場

　東部配水場は、東部地域高台の荷山町にあり、明石

川浄水場から送られてきた浄水を、配水池に一旦貯留

し、明石川以東の地域へ配水しています。

　配水区域の大半を占める高台地域へは、ポンプによ

る圧送配水方式により配水していましたが、平成17年

３月に場内配水塔が完成したことにより、ほとんどの

地域で自然流下方式による安定配水ができるようにな

りました。一部高台地域へは、ポンプによる加圧が必

要となりますが、仮に停電などの不測の事態が生じて

も断水などの事態は生じることのない水圧を確保して

います。
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●鳥羽浄水場

　鳥羽浄水場は、昭和46年に開設した一番新しい浄水場

です。当浄水場は、周辺環境に配慮して沈殿池やろ過池

など主要施設を地下に配置しているという特徴があります。

　水源は、周辺の井戸から取水した地下水と河川水です。

しかしながら、地下水は水位の低下に起因する海水の浸

透などの塩水化により、将来的にも多くを望めない状況

にあることから、河川水を増量していく必要が生じると

ころとなっており、それに対処するために、平成22年度

より高度浄水処理を開始しました。

　現在は、浄水の全量を中部配水場に送水し、県水とブ

レンドして市の中央部から明石川までを配水区域として

います。

●亀池貯水池

　亀池貯水池は、野々池貯水池を補完する第二の貯水池

として、河川水の効率的な活用をめざして築造しました。

これにより、貯水能力の向上と貯留水の水質の安定化が

図られています。
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●中部配水場

　中部配水場は、市中央部の大久保町北部の丘陵地にあ

り、鳥羽浄水場から送られてきた浄水と県水（平成14年

度受水開始）を配水池に一旦貯留し、大久保町から明石

川に至る広範な地域へ自然流下方式により配水していま

す。そして、場内にある配水塔からは、その周辺及び高

丘の高台地域へ自然流下方式により配水しています。
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●魚住浄水場

　魚住浄水場は、浄水場の中では一番西側に位置してい

ます。当浄水場の特徴は、水源のすべてを地下水でまか

なっていることです。

　浄水は、一部を西部配水場へ送水していますが、残り

の多くは場内にある配水塔による自然流下方式をもって、

魚住町から南二見（播磨町の一部含む）に至る西部地域

一帯に安定配水しています。

●神出浄水場
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●西部配水場

　西部配水場は、大久保町と魚住町の境の北部丘陵地に

あり、魚住浄水場から送られてきた浄水と県水（昭和63

年度受水開始）を、配水池に一旦貯留し、大久保町から

魚住町にかけての地域へ自然流下方式により配水してい

ます。そして、場内にある配水塔からは、その周辺の高

台地域へ自然流下方式により配水しています。 
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　いついかなる場合にも、安全で良質な水の供給を確

実に維持していくことが、水道事業の使命です。

　明石市水道部では、今後発生が予想される様々な災

害や事故などによる被害を最小限に抑えるため、水道

施設や水道管の耐震化、給水拠点機能の充実、隣接都

市との連絡管整備、緊急時応援体制の充実など、危機

管理対策を推進しています。

●水道施設の耐震化

　緊急度、重要度の高い施設から優先して、耐震化

を行っています。

●水道管の耐震化

　老朽管の更新とあわせて、管路の耐震化を図って

います。

●隣接都市との連絡管整備

　神戸市、加古川市など近隣都市との応援給水用の

連絡管を整備していきます。

水道管耐震化工事の様子

給水タンク車

キャンバスタンク
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●給水拠点機能の充実

　明石市では、「明石市地域防災計画」を策定し、防

災対策の充実を図っています。この計画に基づき、

地域防災公園等に飲用水兼用耐震性貯水槽などを

整備して災害時の応急給水に備えています。

　また市内各避難所に仮設水槽を配備するなど、給

水拠点機能の充実を図ります。

●施設のバックアップ体制の整備

　送水管等の複線系統化等、施設間のバックアップ

機能を充実させていきます。

●緊急応援体制の充実

　災害時緊急応援協定について随時見直し、人的応

援受け入れ体制を整備していきます。

●水源水質の保全

　水源としている地下水や河川水の水質を監視す

るとともに、関係機関との連携を図り、情報の収集

や水質汚染などの水質異常にも早急に対応してい

きます。

●浄水水質管理の充実

　水源からじゃ口まで、適切な水質管理を行い、安

全な水道水の供給に努めていきます。
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　明石市の水道事業は、昭和

６年２月１日に給水を開始し

ました。

　太平洋戦争の敗戦の色が濃くなった昭和20年、明石市は６回

にわたる空襲により全市街の60％を焼失するなど、たいへんな

戦禍を被りました。水道施設も大きな被害を受け、この年は応

急対策に明け暮れました。

　昭和26年、明石市は大久保

など３つの町と合併し現在の

市域となり、目覚ましい戦災

復興とともに急速に発展して

いきました。

　人口増加と生活水準の向上

に伴う水需要の増加に的確に対応していくため、新たに浄水場、

配水場など主要施設の建設を進める一方、水源対策として、創

設時から依存していた地下水に加え、明石川の河川水の取水

を開始しました。さらに、河川水の取水量を安定させるため、

野々池貯水池を建設するなど現在の施設形態を構築しました。
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　平成７年１月17日に発生した「兵庫県南部地震」により、明

石市も甚大な被害を受けました。水道も70％にわたる断水をき

たすなど事業全体に大きな影響をうけ、総動員体制で昼夜を徹

して施設の復旧、給水活動などの緊急対策を講じました。

　地震発生後約２週間という、

地震の規模の割には比較的早期

に復旧を成し得たのは、他の都

市の水道事業体や水道工事の業

界などから多くのご支援をいた

だいたことによるものです。

　今後の地下水の減退を考慮し、

亀池貯水池の築造、専用導水施

設の建設、県水２点目受水施設

の整備など、地下水以外の水源

を安定確保するための施設を充

実したほか、原水の多くを明石

川河川水に依存している明石川

浄水場と鳥羽浄水場では、従来

の浄水処理方法に加え、高度浄

水処理施設を導入し、品質の向

上と安定供給に取り組みました。

　水道の安定供給の対策として、兵庫県

水道用水供給事業からの受水を開始した

ほか、中部配水場と魚住浄水場に配水塔

を建設するなど、配水体制の整備に重点

を置きました。
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